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教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「児童福

祉法に基づく地域限定保育士試験実施方法書の認定に伴う関係条例の

整備に関する条例」等に対する意見） 

義務教育課 

  

１ 概 要 

 令和８年第２回沖縄県議会（定例会）に知事が提出する議案「児童福祉法に

基づく地域限定保育士試験実施方法書の認定に伴う関係条例の整備に関する条

例」、「沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関

する条例の一部を改正する条例」及び「沖縄県幼保連携型認定こども園の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」に係る、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づく意見聴取に対する回答

について、教育委員会会議を開催する時間的余裕がなかったことから、令和８

年６月８日に「沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関

する規則」第７条第１項に基づき、教育長による臨時代理により回答した。 

 

２ 「児童福祉法に基づく地域限定保育士試験実施方法書の認定に伴う関係条例

の整備に関する条例」等の概要 

(1) 児童福祉法に基づく地域限定保育士試験実施方法書の認定に伴う関係条例

の整備に関する条例 

①地域限定保育士試験等に係る手数料の徴収根拠等を定める。 

②幼保連携型認定こども園以外の施設における保育士の配置基準に、地域限定

保育士を含めるよう規定を整備する。 

③この条例は、公布の日から施行する。 

 

(2) 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する

条例の一部を改正する条例 

①認定こども園の学級編制の基準に係る経過措置及び職員資格に関する特例に

係る規定を整理する。 

②認定こども園の学級編制の基準に係る規定を整理する。 

③この条例は、公布の日から施行する。 

 

(3) 沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

①学級編制の基準及び経過措置に係る規定を整理する。 

②認定こども園で従事する職員の数等に係る規定に新たな職を加える整理を

   行う。 

③この条例は、公布の日から施行する。 
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３ 臨時代理した意見の内容 

議案「児童福祉法に基づく地域限定保育士試験実施方法書の認定に伴う関係

条例の整備に関する条例」は、児童福祉法の一部改正に基づき、本県における

地域限定保育士試験の実施方法書が国の認定を受けたことに伴い、手数料の徴

収根拠を明確化するとともに、各関係施設における保育士配置基準に地域限定

保育士を含めるよう所要の規定の整備を図るものであることから、異議はない

旨を回答した。 

  議案「沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関

する条例の一部を改正する条例」及び「沖縄県幼保連携型認定こども園の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、国の定める基

準の改正に伴い、本県における幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の

学級編制基準及び幼保連携型認定こども園の学級編制基準を引き下げるととも

に、職員配置の多様化を図り、教育・保育環境のより一層の向上を目指すもの

であることから、異議はない旨を回答した。 



提出議案の概要 

【こども未来部】 

 

【議案名】 

 児童福祉法に基づく地域限定保育士試験実施方法書の認定に伴う関係条例の整備

に関する条例 

 

【議案提出の理由】 

地域限定保育士試験の実施に関し必要な事項を記載した沖縄県の試験実施方法

書について国の認定を受けたことに伴い、関係条例の規定を整備する必要がある。 

 

【議案の概要】 

地域限定保育士に係る根拠法令が児童福祉法に位置づけられたことに伴い、従

前、国家戦略特別区域法を根拠として運用していた地域限定保育士制度について

は、引き続き児童福祉法を根拠として制度運用を行う必要があることから、関係

する条例（６条例）の規定を整理する。 

 

 

【説明】 

地域限定保育士について 
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項
の

地
域

限
定

保
育

士
登

録
証

又
は

準
用

旧
児

童
福

祉
法

施
行

令
第

1
8

又
は

準
用

旧
児

童
福

祉
法

施
行

令
第

1
8

条
第

１
項

の
登

録
証

の
再

交
付

を
申

請
す

る
者

は
、

保
育

士
登

録
証

等
再

交
付

手
数

料
を

納
め

な
条

第
１

項
の

登
録

証
の

再
交

付
を

申
請

す
る

者
は

、
保

育
士

登
録

証
等

再
交

付
手

数
料

を
納

め
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
（
略

）
２

前
項

の
保

育
士

登
録

証
等
再

交
付
手

数
料

の
額
は

、
1
,
1
0
0
円

と
す

る
。

（
指
定

試
験

機
関
等

が
行

う
試

験
事
務

に
係
る

手
数

料
）

（
指

定
試

験
機

関
が

行
う
試

験
事
務

に
係

る
手
数

料
）

第
７
条

（
略

）
第
７
条

児
童

福
祉

法
第

1
8
条

の
９

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
知

事
が

保
育

士
試

験
の

実
施

に
関

す
る

事
務

を
行

わ
せ

る
こ

と
と

し
た

者
（

以
下

「
指

定
試

験
機

関
」

と
い

う
。

）
が

行
う

保
育

士
試

験

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
第

２
条

第
１

項
の

保
育

士
試

験
手

数
料

を
当

該
指

定
試

験
機

関
に

納

め
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。

２
児

童
福

祉
法

第
1
8
条

の
3
2
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

知
事

が
地

域
限

定
保

育
士

試
験

の
実

施
に

関
（

新
設

）

す
る

事
務

を
行

わ
せ

る
こ

と
と

し
た

者
（

以
下

「
指

定
地

域
試

験
機

関
」

と
い

う
。

）
が

行
う

地

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）
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（
新
旧
対
照
表

3
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
6
/
0
6
/
0
9

1
4
:
4
5

域
限

定
保

育
士

試
験

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
第

２
条

第
１

項
の

保
育

士
試

験
等

手
数

料
を

当

該
指

定
地

域
試
験

機
関
に

納
め

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

指
定

試
験

機
関

に
納

め
ら

れ
た

手
数

料
は

当
該

指
定

試
験

機
関

の
収

２
前

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
試

験
機

関
に

納
め

ら
れ

た
手

数
料

は
、

当
該

指
定

試
験

機
関

の
収

入
と

し
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

指
定

地
域

試
験

機
関

に
納

め
ら

れ
た

手
数

料
は

当
該

指
定

地
域

試
入

験
機

関
の

収
入
と

す
る
。

と
す

る
。

uezatory
長方形



新
旧
対
照
表

（
第

２
条

関
係

）

沖
縄
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例

（
平

成
2
4
年

沖
縄
県

条
例

第
2
3
号

）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨

）
（

趣
旨

）

第
１
条

（
略

）
第
１
条

こ
の

条
例

は
、

就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す

る
教

育
、

保
育

等
の

総
合

的
な

提
供

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
7
7
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

３
条

に
規

定
す

る
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

以
外

の
認

定
こ

ど
も

園
（

以
下

「
認

定
こ

ど
も

園
」

と
い

う
。

）
の

認
定

の

要
件

に
関

し
必

要
な
事

項
を
定

め
る
も

の
と

す
る
。

（
法
第

３
条

第
１
項

の
条

例
で

定
め
る

要
件
）

（
法

第
３

条
第

１
項

の
条

例
で

定
め
る

要
件

）

第
４
条

第
４
条

法
第

３
条

第
１

項
の
条

例
で
定

め
る

要
件
は

、
次
の

と
お

り
と
す

る
。

⑴
～

⑶
（

略
）

⑷
別

表
に

掲
げ

る
施

設
の
設

備
及
び

運
営

に
関
す

る
基
準

に
適

合
す
る

こ
と

。

（
法
第

３
条

第
３
項

の
条

例
で

定
め
る

要
件
）

（
法

第
３

条
第

３
項

の
条

例
で

定
め
る

要
件

）

第
５
条

（
略

）
第
５
条

法
第

３
条

第
３

項
の
条

例
で
定

め
る

要
件
は

、
次
の

と
お

り
と
す

る
。

⑴
・

⑵
（

略
）

⑶
別

表
に

掲
げ

る
施

設
の
設

備
及
び

運
営

に
関
す

る
基
準

に
適

合
す
る

こ
と

。

別
表

（
第

４
条

、
第
５

条
関

係
）

別
表
（

第
４

条
、

第
５

条
関

係
）

施
設

の
設

備
及
び

運
営

に
関

す
る
基

準
施

設
の

設
備

及
び
運

営
に
関

す
る
基

準

第
１

職
員

配
置

（
略

）
第

１
職

員
配

置

１
認

定
こ

ど
も

園
に

は
、

満
１

歳
未

満
の

子
ど

も
お

お
む

ね
３

人
に

つ
き

１
人

以
上

、
満

１

歳
以

上
満

３
歳

未
満

の
子

ど
も

お
お

む
ね

６
人

に
つ

き
１

人
以

上
、

満
３

歳
以

上
満

４
歳

未

満
の

子
ど

も
お

お
む

ね
1
5
人

に
つ

き
１

人
以

上
、

満
４

歳
以

上
の

子
ど

も
お

お
む

ね
2
5
人

に

つ
き

１
人

以
上

の
教

育
及

び
保

育
に

従
事

す
る

者
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
た

だ

し
、

当
該

従
事

す
る

者
は

、
常

時
２
人

を
下

回
っ
て

は
な

ら
な
い

こ
と

。

２
満

３
歳

以
上

の
子

ど
も

で
あ

っ
て

、
幼

稚
園

と
同

様
に

１
日

に
４

時
間

程
度

利
用

す
る

も

の
（

以
下

「
教

育
時

間
相

当
利

用
児

」
と

い
う

。
）

及
び

保
育

所
と

同
様

に
１

日
に

８
時

間

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）
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程
度

利
用

す
る

も
の

（
以

下
「

教
育

及
び

保
育

時
間

相
当

利
用

児
」

と
い

う
。

）
に

共
通

の

４
時

間
程

度
の

利
用

時
間

（
以

下
「

共
通

利
用

時
間

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

学
級

を
編

制

し
、

各
学

級
ご

と
に

少
な

く
と

も
１

人
の

職
員

（
以

下
「

学
級

担
任

」
と

い
う

。
）

に
担

当

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

１
学

級
の

子
ど

も
の

数
は

、
3
5
人

以
下

を
原

則
と

す
る

こ
と

。

第
２

職
員

資
格

第
２

職
員

資
格

１
第

１
の

１
の

規
定

に
よ

り
認

定
こ

ど
も

園
に

置
く

も
の

と
さ

れ
る

職
員

の
う

ち
満

３
歳

未
１

第
１

の
１

の
規

定
に

よ
り

認
定

こ
ど

も
園

に
置

く
も

の
と

さ
れ

る
職

員
の

う
ち

満
３

歳
未

満
の

子
ど

も
の

保
育

に
従

事
す

る
者

は
、

保
育

士
（

児
童

福
祉

法
第

1
8
条

の
2
9
に

規
定

す
る

満
の

子
ど

も
の

保
育

に
従

事
す

る
者

は
、

保
育

士
（

地
域

限
定

保
育

士
及

び
児

童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

７
年

法
律

第
2
9

児
童

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
７

年
法

律
第

2
9

号
）

附
則

第
1
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
同

法
附

号
）

附
則

第
1
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
同

法
附

則
第

1
2
条
の

規
定
に

よ
る

改
正
前

の
国

家
戦
略

特
別

区
域

法
（

平
成

2
5
年

法
律

第
1
0
7
号

）
第

則
第

1
2
条

の
規
定

に
よ
る

改
正

前
の
国

家
戦

略
特
別

区
域

法
（
平

成
2
5
年

法
律

第
1
0
7
号

）
第

1
2
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

国
家

戦
略

特
別

区
域

限
定

保
育

士
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
1
2
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

国
家

戦
略

特
別

区
域

限
定

保
育

士
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）

の
資

格
を
有

す
る
者

で
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
こ

と
。

の
資

格
を

有
す

る
者

で
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

こ
と
。

２
～

５
（

略
）

２
～

５
（

略
）

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）
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新
旧

対
照

表
（

第
３
条

関
係

）

沖
縄

県
児

童
福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
を

定
め

る
条

例
（

平
成

2
4
年

沖
縄

県
条

例
第
8
5
号

）
新

旧
対

照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨

）
（

趣
旨

）

第
１

条
（
略

）
第

１
条

こ
の

条
例

は
、

児
童
福

祉
法
（

昭
和

2
2
年
法

律
第
1
6
4
号

。
以

下
「
法

」
と

い
う
。

）
第

4
5

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

以
下

「
最

低

基
準

」
と

い
う

。
）
を

定
め
る

も
の
と

す
る

。

（
定
義

）
（

定
義

）

第
３

条
（
略

）
第

３
条

こ
の

条
例

に
お

い
て
使

用
す
る

用
語

は
、
法

に
お
い

て
使

用
す
る

用
語

の
例
に

よ
る

。

（
母
子

支
援

員
の
資

格
）

（
母

子
支

援
員

の
資

格
）

※
母

子
生

活
支

援
施
設

第
3
9
条

母
子

支
援
員

は
、

次
の

各
号
の

い
ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

3
9
条

母
子

支
援

員
は

、
次
の

各
号
の

い
ず

れ
か
に

該
当
す

る
者

で
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

⑴
（

略
）

⑴
知

事
の

指
定

す
る

児
童

福
祉

施
設

の
職

員
を

養
成

す
る

学
校

そ
の

他
の

養
成

施
設

（
他

の
都

道
府

県
の

区
域

内
に

所
在

す
る

養
成

施
設

に
あ

っ
て

は
、

当
該

都
道

府
県

知
事

の
指

定
す

る
も

の
）

を
卒

業
し

た
者

（
学

校
教

育
法

の
規

定
に

よ
る

専
門

職
大

学
の

前
期

課
程

を
修

了
し

た
者

を
含

む
。

第
5
4
条

第
２

項
第

１
号

及
び
第

6
0
条

第
１
項

第
１

号
に
お

い
て

同
じ
。

）

⑵
保

育
士

（
地

域
限

定
保

育
士

及
び

児
童

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
７

年
法

⑵
保

育
士

（
児

童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

７
年

法

律
第

2
9
号

）
附

則
第

1
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
同

律
第

2
9
号

）
附

則
第

1
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
同

法
附
則

第
1
2
条

の
規
定

に
よ

る
改
正

前
の

国
家
戦

略
特

別
区

域
法

（
平

成
2
5
年

法
律

第
1
0
7
号

）
法

附
則

第
1
2
条

の
規

定
に
よ

る
改

正
前
の

国
家

戦
略
特

別
区

域
法
（

平
成

2
5
年
法

律
第
1
0
7
号

）

第
1
2
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

国
家

戦
略

特
別

区
域

限
定

保
育

士
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
第

1
2
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

国
家

戦
略

特
別

区
域

限
定

保
育

士
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）

の
資
格

を
有
す

る
者

の
資

格
を

有
す

る
者

⑶
～
⑸

（
略

）
⑶

社
会

福
祉

士
の

資
格

を
有

す
る
者

⑷
精

神
保

健
福

祉
士

の
資
格

を
有
す

る
者

⑸
高

等
学

校
等

（
高

等
学

校
（

学
校

教
育

法
の

規
定

に
よ

る
高

等
学

校
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
、

旧
中

等
学

校
令

（
昭

和
1
8
年

勅
令

第
3
6
号

）
の

規
定

に
よ

る
中

等
学

校
又

は
学

校
教

育
法

の
規

定
に

よ
る

中
等

教
育

学
校

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
卒

業
し

た
者

、
同

法
第

9
0
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
大

学
へ

の
入

学
を

認
め

ら
れ

た
者

若
し

く
は

通
常

の
課

程
に

よ
る

1
2
年

（
新

旧
対

照
表

1
ペ

ー
ジ

）
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の
学

校
教

育
を

修
了

し
た

者
（

通
常

の
課

程
以

外
の

課
程

に
よ

り
こ

れ
に

相
当

す
る

学
校

教
育

を
修

了
し

た
者

を
含

む
。

）
又

は
文

部
科

学
大

臣
が

こ
れ

と
同

等
以

上
の

資
格

を
有

す
る

と
認

定
し

た
者

で
あ

っ
て

、
２
年

以
上

児
童
福

祉
事

業
に
従

事
し

た
も
の

（
新

旧
対

照
表

2
ペ

ー
ジ

）

2
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新
旧
対
照
表
（
第
３
条
関
係
）

沖
縄
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
2
5
年
沖
縄
県
条
例
第
2
7
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
１
条

（
略
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
2
1

条
の
５
の
４
第
１
項
第
２
号
、
第
2
1
条
の
５
の
1
5
第
３
項
第
１
号
、
第
2
1
条
の
５
の
1
7
第
１
項
各

号
並
び
に
第
2
1
条
の
５
の
1
9
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
２
条

（
略
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

⑴
～
⑷

（
略
）

２
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
に
お
い
て
定
め
る
用
語
の
意
義
は
法
に
お
い
て
使
用

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
従
業
者
の
配
置
の
基
準
）

（
従
業
者
の
配
置
の
基
準
）

※
基
準
省
令
第
５
条

第
６
条

指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
第
６
条

指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い

う
。
）
は
、
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）

う
。
）
は
、
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）

（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
次
に

（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
次
に

掲
げ
る
従
業
者
を
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
従
業
者
を
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
保
育
士
（
地
域

⑴
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
保
育
士
（

限
定
保
育
士
及
び
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
2
9
号
）
附
則

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
2
9
号
）
附
則

第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
1
2
条
の

第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
1
2
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
2
5
年
法
律
第
1
0
7
号
）
第
1
2
条
の
５
第
２

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
2
5
年
法
律
第
1
0
7
号
）
第
1
2
条
の
５
第
２

項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

⑵
・
⑶

（
略
）

⑵
・
⑶

（
略
）

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）
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新
旧
対
照
表
（
第
３
条
関
係
）

沖
縄
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
2
5
年
沖
縄
県
条
例
第
2
8
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
１
条

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
2
4

条
の
９
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
2
1
条
の
５
の
1
5
第
３
項
第
１
号
並
び
に
法
第
2
4
条
の
1
2

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
２
条

（
略
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

⑴
～
⑸

２
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す

る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
従
業
者
の
配
置
の
基
準
）

（
従
業
者
の
配
置
の
基
準
）

第
５
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
従
業
者
を
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
第
５
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
従
業
者
を
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
4
0
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
4
0
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児

入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
４
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る

入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
４
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
５
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
５
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
嘱
託
医

⑵
看
護
職
員
（
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
）

⑶
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
保
育
士
（
地
域

⑶
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
保
育
士
（

限
定
保
育
士
及
び
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
2
9
号
）
附
則

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
2
9
号
）
附
則

第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
1
2
条
の

第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
1
2
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
2
5
年
法
律
第
1
0
7
号
）
第
1
2
条
の
５
第
２

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
2
5
年
法
律
第
1
0
7
号
）
第
1
2
条
の
５
第
２

項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

⑷
～
⑹

（
略
）

⑷
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
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⑸
調
理
員

⑹
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
（
障
害
児
通
所
支
援
又
は
障
害
児
入
所
支
援
の
提
供
の
管
理
を

行
う
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）
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新
旧

対
照

表
（
第
３
条
関
係
）

沖
縄

県
一

時
保
護

施
設

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
を

定
め

る
条

例
（
令
和
７
年
沖
縄
県
条
例
第
1
6
号
）

新
旧
対

照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
１

条
（
略
）

第
１

条
こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
1
2

条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下

「
最
低
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
３

条
（
略
）

第
３

条
こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
1
9
条

一
時
保
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
第
2
2
条
に

第
1
9
条

一
時
保
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
第
2
2
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
、
看
護
師
、
保
育
士
（
地
域
限
定
保
育
士
及
び
児
童
福
祉
法
等
の
一

お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
、
看
護
師
、
保
育
士
（

児
童
福
祉
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
2
9
号
）
附
則
第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
2
9
号
）
附
則
第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
1
2
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
1
2
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域

法
（
平
成
2
5
年
法
律
第
1
0
7
号
）
第
1
2
条
の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育

法
（
平
成
2
5
年
法
律
第
1
0
7
号
）
第
1
2
条
の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育

士
を
含
む
。
）
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、
個
別
対
応
職
員
、
学
習
指
導
員
、
栄
養
士
又
は
管
理
栄

士
を
含
む
。
）
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、
個
別
対
応
職
員
、
学
習
指
導
員
、
栄
養
士
又
は
管
理
栄

養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
1
0
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時

養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
1
0
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時

保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
個
別
対
応
職
員
を
、
学
習
指
導
を
委
託
す
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は

保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
個
別
対
応
職
員
を
、
学
習
指
導
を
委
託
す
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は

学
習
指
導
員
を
、
児
童
4
0
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
又
は
管
理

学
習
指
導
員
を
、
児
童
4
0
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
又
は
管
理

栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き

栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

２
（
略
）

２
前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
員
数
、
そ
の
算
定
方
法
等
の
基
準
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
新

旧
対

照
表

1
ペ

ー
ジ

）

2
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提出議案の概要 

【こども未来部】 

 

【議案名】 

 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の

一部を改正する条例 

 

【議案提出の理由】 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三

条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設

の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことを踏まえ、幼保連携型認定

こども園以外の認定こども園の学級編制の基準を引き下げる等の必要がある。 

 

【議案の概要】 

 ⑴認定こども園の学級編制の基準に係る経過措置及び職員資格に関する特例に係

る規定を整理する。（附則関係） 

 ⑵認定こども園の学級編制の基準に係る規定を整理する。（別表第１関係） 

 ⑶この条例は、公布の日から施行する。（附則） 

 

【説明】 

近年、特別な配慮を必要とする幼児数が増加傾向にあるなど、より一層、幼児

一人一人の置かれた状況や発達の特性等に応じ、行き届いた教育を推進するため

の環境整備が必要とされていることを背景に、国の定める基準の一部が改正され、

主務養護教諭の職が創設されたほか、認定こども園における学級編制基準の引き

下げ（原則 35人以下から原則 30人以下）が行われた。 

 

 

 

  



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例

（
平

成
2
4
年

沖
縄
県

条
例

第
2
3
号

）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨

）
（

趣
旨

）

第
１
条

（
略

）
第
１
条

こ
の

条
例

は
、

就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す

る
教

育
、

保
育

等
の

総
合

的
な

提
供

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
7
7
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

３
条

に
規

定
す

る
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

以
外

の
認

定
こ

ど
も

園
（

以
下

「
認

定
こ

ど
も

園
」

と
い

う
。

）
の

認
定

の

要
件

に
関

し
必

要
な
事

項
を
定

め
る
も

の
と

す
る
。

（
法

第
３

条
第

１
項
の

条
例
で

定
め
る

要
件

）

第
４
条
・
第
５
条

（
略
）

第
４
条

法
第

３
条

第
１

項
の
条

例
で
定

め
る

要
件
は

、
次
の

と
お

り
と
す

る
。

⑴
～

⑶
（

略
）

⑷
別

表
に

掲
げ

る
施

設
の
設

備
及
び

運
営

に
関
す

る
基
準

に
適

合
す
る

こ
と

。

（
法

第
３

条
第

３
項
の

条
例
で

定
め
る

要
件

）

第
５
条

法
第

３
条

第
３

項
の
条

例
で
定

め
る

要
件
は

、
次
の

と
お

り
と
す

る
。

⑴
・

⑵
（

略
）

⑶
別

表
に

掲
げ

る
施

設
の
設

備
及
び

運
営

に
関
す

る
基
準

に
適

合
す
る

こ
と

。

附
則

附
則

（
施
行

期
日

）
（

施
行

期
日

）

１
～

３
（
略

）
１

こ
の

条
例

は
、

平
成

2
4
年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。

（
職

員
配

置
に

関
す
る

特
例
）

２
別

表
の

第
１

の
１

の
規

定
に

よ
り

認
定

こ
ど

も
園

に
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
職

員
の

数
に

つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
同

表
の

第
１

の
１

中
「

1
5
人

」
と

あ
る

の
は

「
2
0
人

」
と

、
「

2
5
人

」
と

あ
る

の
は

「
3
0
人

」
と

す
る
。

（
職

員
資

格
に

関
す
る

特
例
）

３
園

児
の

登
園

又
は

降
園

の
時

間
帯

そ
の

他
の

園
児

が
少

数
で

あ
る

時
間

帯
に

お
い

て
、

別
表

の

第
１

の
１

本
文

の
規

定
に

よ
り

認
定

こ
ど

も
園

に
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
職

員
の

数
が

１
人

と

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）
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な
る

場
合

に
は

、
当

分
の

間
、

同
表

の
第

２
の

１
、

２
及

び
４

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

同
表

の

第
１

の
１

の
規

定
に

よ
り

認
定

こ
ど

も
園

に
置

く
も

の
と

さ
れ

る
職

員
の

う
ち

１
人

は
、

知
事

が

幼
稚

園
の

教
員

免
許

状
又

は
保

育
士

の
資

格
を

有
す

る
者

と
同

等
の

知
識

及
び

経
験

を
有

す
る

と

認
め

る
者

に
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

４
別

表
の

第
２

の
２

の
規

定
に

よ
り

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

幼
稚

園
の

教
員

免
許

状
又

は
保

育
４

別
表

の
第

２
の

２
の

規
定

に
よ

り
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
幼

稚
園

の
教

員
免

許
状

又
は

保
育

士
の

資
格

を
有

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
当

分
の

間
、

小
学

校
教

諭
又

は
養

護
教

諭
の

普
通

免
許

状
士

の
資

格
を

有
す

る
者

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
小

学
校

教
諭

又
は

養
護

教
諭

の
普

通
免

許
状

（
教

育
職

員
免
許

法
（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
4
7
号

）
第
４

条
第

２
項

に
規

定
す

る
普

通
免

許
状

を
い

（
教

育
職

員
免

許
法
（

昭
和
2
4
年

法
律

第
1
4
7
号

）
第
４

条
第
２

項
に

規
定
す

る
普

通
免
許

状
を

い

う
。

次
項

及
び

附
則

第
８

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

有
す

る
者

（
現

に
当

該
施

設
に

お
い

て
主

幹
う

。
次

項
及

び
附

則
第

８
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
有

す
る

者
（

現
に

当
該

施
設

に
お

い
て

主
幹

養
護

教
諭

、
主

務
養

護
教

諭
及

び
養

護
教

諭
と

し
て

従
事

し
て

い
る

者
を

除
く

。
次

項
及

び
附

則
養

護
教

諭
及

び
養

護
教

諭
と

し
て

従
事

し
て

い
る

者
を

除
く

。
次

項
及

び
附

則

第
８

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

も
っ

て
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

者
第

８
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
も

っ
て

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
者

は
補

助
者

と
し

て
従

事
す

る
場

合
を

除
き

、
教

育
課

程
に

基
づ

く
教

育
に

従
事

し
て

は
な

ら
な

は
補

助
者

と
し

て
従

事
す

る
場

合
を

除
き

、
教

育
課

程
に

基
づ

く
教

育
に

従
事

し
て

は
な

ら
な

い
。

い
。

５
～

８
（
略

）
５

別
表

の
第

２
の

４
（

た
だ

し
書

の
規

定
を

適
用

す
る

場
合

を
除

く
。

）
の

規
定

に
よ

り
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
保

育
士

の
資

格
を

有
す

る
者

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
幼

稚
園

の
教

員
免

許

状
又

は
小

学
校

教
諭

若
し

く
は

養
護

教
諭

の
普

通
免

許
状

を
有

す
る

者
を

も
っ

て
代

え
る

こ
と

が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
小

学
校

教
諭

又
は

養
護

教
諭

の
普

通
免

許
状

を
有

す
る

者
は

保

育
士

の
資

格
を

有
す

る
者

と
と

も
に

教
育

及
び

保
育

時
間

相
当

利
用

児
の

保
育

に
従

事
す

る
場

合

（
小

学
校

教
諭

の
普

通
免

許
状

を
有

す
る

者
が

満
５

歳
以

上
の

子
ど

も
に

係
る

当
該

保
育

に
従

事

す
る

場
合

を
除

く
。
）

を
除
き

、
保
育

に
従

事
し
て

は
な
ら

な
い

。

６
～

８
（

略
）

別
表

（
第

４
条

、
第
５

条
関

係
）

別
表
（

第
４

条
、

第
５

条
関

係
）

施
設

の
設

備
及
び

運
営

に
関

す
る
基

準
施

設
の

設
備

及
び
運

営
に
関

す
る
基

準

第
１

職
員

配
置

第
１

職
員

配
置

１
認

定
こ

ど
も

園
に

は
、

満
１

歳
未

満
の

子
ど

も
お

お
む

ね
３

人
に

つ
き

１
人

以
上

、
満

１
１

認
定

こ
ど

も
園

に
は

、
満

１
歳

未
満

の
子

ど
も

お
お

む
ね

３
人

に
つ

き
１

人
以

上
、

満
１

歳
以

上
満

３
歳

未
満

の
子

ど
も

お
お

む
ね

６
人

に
つ

き
１

人
以

上
、

満
３

歳
以

上
満

４
歳

未
歳

以
上

満
３

歳
未

満
の

子
ど

も
お

お
む

ね
６

人
に

つ
き

１
人

以
上

、
満

３
歳

以
上

満
４

歳
未

満
の

子
ど

も
お

お
む

ね
1
5
人

に
つ

き
１

人
以

上
、

満
４

歳
以

上
の

子
ど

も
お

お
む

ね
2
5
人

に
満

の
子

ど
も

お
お

む
ね

1
5
人

に
つ

き
１

人
以

上
、

満
４

歳
以

上
の

子
ど

も
お

お
む

ね
2
5
人

に

つ
き

１
人

以
上

の
教

育
及

び
保

育
に

従
事

す
る

者
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
た

だ
つ

き
１

人
以

上
の

教
育

及
び

保
育

に
従

事
す

る
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
。

た
だ

し
、

当
該
従

事
す
る

者
は

、
常
時

２
人

を
下
回

っ
て

は
な

ら
な

い
こ

と
。

し
、

当
該

従
事

す
る

者
は

、
常

時
２
人

を
下

回
っ
て

は
な

ら
な
い

こ
と

。

２
満

３
歳

以
上

の
子

ど
も

で
あ

っ
て

、
幼

稚
園

と
同

様
に

１
日

に
４

時
間

程
度

利
用

す
る

も
２

満
３

歳
以

上
の

子
ど

も
で

あ
っ

て
、

幼
稚

園
と

同
様

に
１

日
に

４
時

間
程

度
利

用
す

る
も

の
（

以
下

「
教

育
時

間
相

当
利

用
児

」
と

い
う

。
）

及
び

保
育

所
と

同
様

に
１

日
に

８
時

間
の

（
以

下
「

教
育

時
間

相
当

利
用

児
」

と
い

う
。

）
及

び
保

育
所

と
同

様
に

１
日

に
８

時
間

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）
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（
新
旧
対
照
表

3
ペ
ー
ジ
）
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0
9

1
5
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程
度

利
用

す
る

も
の

（
以

下
「

教
育

及
び

保
育

時
間

相
当

利
用

児
」

と
い

う
。

）
に

共
通

の
程

度
利

用
す

る
も

の
（

以
下

「
教

育
及

び
保

育
時

間
相

当
利

用
児

」
と

い
う

。
）

に
共

通
の

４
時

間
程

度
の

利
用

時
間

（
以

下
「

共
通

利
用

時
間

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

学
級

を
編

制
４

時
間

程
度

の
利

用
時

間
（

以
下

「
共

通
利

用
時

間
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
学

級
を

編
制

し
、

各
学

級
ご

と
に

少
な

く
と

も
１

人
の

職
員

（
以

下
「

学
級

担
任

」
と

い
う

。
）

に
担

当
し

、
各

学
級

ご
と

に
少

な
く

と
も

１
人

の
職

員
（

以
下

「
学

級
担

任
」

と
い

う
。

）
に

担
当

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

１
学

級
の

子
ど

も
の

数
は

、
3
0
人

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

１
学

級
の

子
ど

も
の

数
は

、
3
5
人

以
下

を
原
則

と
す
る

こ
と

。
以

下
を

原
則

と
す

る
こ
と

。

第
２

職
員

資
格
（

略
）

第
２

職
員

資
格

１
第

１
の

１
の

規
定

に
よ

り
認

定
こ

ど
も

園
に

置
く

も
の

と
さ

れ
る

職
員

の
う

ち
満

３
歳

未

満
の

子
ど

も
の

保
育

に
従

事
す

る
者

は
、

保
育

士
（

児
童

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法

律
（

令
和

７
年

法
律

第
2
9
号

）
附

則
第

1
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
同

法
附

則
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

国
家

戦
略

特
別

区
域

法
（

平

成
2
5
年

法
律

第
1
0
7
号

）
第
1
2
条
の

５
第
２

項
に

規
定

す
る
国

家
戦

略
特
別

区
域
限

定
保

育
士

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

の
資

格
を
有

す
る

者
で
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

こ
と
。

２
第

１
の

１
の

規
定

に
よ

り
認

定
こ

ど
も

園
に

置
く

も
の

と
さ

れ
る

職
員

の
う

ち
満

３
歳

以

上
の

子
ど

も
の

教
育

及
び

保
育

に
従

事
す

る
者

は
、

幼
稚

園
の

教
員

の
免

許
状

又
は

保
育

士

の
資

格
を

有
す

る
者

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

当
該

従
事

者
は

、
そ

の
併

有
に

努
め

る
こ

と
。

３
２

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

学
級

担
任

は
、

幼
稚

園
の

教
員

の
免

許
状

を
有

す
る

者
で

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
。

た
だ

し
、

保
育

所
型

認
定

こ
ど

も
園

又
は

地
方

裁
量

型
認

定
こ

ど

も
園

の
認

定
を

受
け

る
場

合
で

あ
っ

て
学

級
担

任
を

幼
稚

園
の

教
員

の
免

許
状

を
有

す
る

者

と
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

き
は

、
規

則
で

定
め

る
者

を
、

そ
の

者
が

規
則

で
定

め
る

場

合
に

限
り

、
学

級
担

任
と

す
る

こ
と
が

で
き

る
こ
と

。

４
２

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

満
３

歳
以

上
の

子
ど

も
の

う
ち

教
育

及
び

保
育

時
間

相
当

利

用
児

の
保

育
に

従
事

す
る

者
は

、
保

育
士

の
資

格
を

有
す

る
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
。

た
だ

し
、

幼
稚

園
型

認
定

こ
ど

も
園

又
は

地
方

裁
量

型
認

定
こ

ど
も

園
の

認
定

を
受

け

る
場

合
で

あ
っ

て
当

該
教

育
及

び
保

育
時

間
相

当
利

用
児

の
保

育
に

従
事

す
る

者
を

保
育

士

の
資

格
を

有
す

る
者

と
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

き
は

、
規

則
で

定
め

る
者

を
、

そ
の

者

が
規

則
で

定
め

る
場

合
に

限
り

、
当

該
教

育
及

び
保

育
時

間
相

当
利

用
児

の
保

育
に

従
事

す

る
者

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

５
認

定
こ

ど
も

園
の

長
は

、
教

育
及

び
保

育
並

び
に

子
育

て
支

援
を

提
供

す
る

機
能

を
総

合

的
に

発
揮

さ
せ

る
よ

う
管

理
及

び
運
営

を
行

う
能
力

を
有

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
こ
と

。

uezatory
長方形



（
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照
表
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ペ
ー
ジ
）
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0
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6
/
0
6
/
0
9

1
5
:
0
0

第
３
～

第
７

（
略

）
第

３
～

第
７

（
略

）
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提出議案の概要 

【こども未来部】 

 

【議案名】 

 沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 

【議案提出の理由】 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一

部が改正されたことに伴い、幼保連携型認定こども園の学級編制の基準を引き下

げる等の必要がある。 

 

【議案の概要】 

 ⑴学級編制の基準及び経過措置に係る規定を整理する。（第 22条及び附則関係） 

 ⑵認定こども園で従事する職員の数等に係る規定に新たな職を加える整理を行

う。 

 ⑶この条例は、公布の日から施行する。（附則） 

 

【説明】 

近年、特別な配慮を必要とする幼児数が増加傾向にあるなど、より一層、幼児

一人一人の置かれた状況や発達の特性等に応じ、行き届いた教育を推進するため

の環境整備が必要とされていることを背景に、国の定める基準の一部が改正され、

主務養護教諭等の職が創設されたほか、認定こども園における学級編制基準の引

き下げ（原則 35人以下から原則 30人以下）が行われた。 

 

 

 

 



新
旧

対
照

表

沖
縄
県

幼
保

連
携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
を

定
め

る
条

例
（

平
成

2
6
年
沖

縄
県

条
例
第

4
9
号
）

新
旧

対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨

）
（

趣
旨

）

第
１

条
（
略

）
第

１
条

こ
の

条
例

は
、

就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す

る
教

育
、

保
育

等
の

総
合

的
な

提
供

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
7
7
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

1
3
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

以
下

「
設

備
運

営
基

準
」

と
い

う
。

）
を
定

め
る
も

の
と
す

る
。

（
学
級

の
編

制
の
基

準
）

（
学

級
の

編
制

の
基

準
）

第
2
2
条

満
３

歳
以

上
の

園
児

に
つ

い
て

は
、

教
育

課
程

に
基

づ
く

教
育

を
行

う
た

め
、

学
級

を
編

第
2
2
条

満
３

歳
以

上
の

園
児

に
つ

い
て

は
、

教
育

課
程

に
基

づ
く

教
育

を
行

う
た

め
、

学
級

を
編

制
す

る
も

の
と
す

る
。

制
す

る
も

の
と

す
る
。

２
１
学

級
の

園
児
数

は
、

3
0
人

以
下
を

原
則
と

す
る

。
２

１
学

級
の

園
児

数
は

、
3
5
人

以
下
を

原
則

と
す
る

。

３
（
略

）
３

学
級

は
、

学
年

の
初

め
の

日
の

前
日

に
お

い
て

同
じ

年
齢

に
あ

る
園

児
で

編
制

す
る

こ
と

を
原

則
と

す
る

。

（
職
員

の
数

等
）

（
職

員
の

数
等

）

第
2
3
条

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
に

は
、

各
学

級
ご

と
に

担
当

す
る

専
任

の
主

幹
保

育
教

諭
、

第
2
3
条

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
に

は
、

各
学

級
ご

と
に

担
当

す
る

専
任

の
主

幹
保

育
教

諭
、

指
導

保
育

教
諭

、
主

務
保

育
教

諭
又

は
保

育
教

諭
（

次
項

に
お

い
て

「
保

育
教

諭
等

」
と

い
指

導
保

育
教

諭
又

は
保

育
教

諭
（

次
項

に
お

い
て

「
保

育
教

諭
等

」
と

い

う
。

）
を

１
人
以

上
置
か

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

う
。

）
を

１
人

以
上

置
か

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

２
～

４
（
略

）
２

特
別

の
事

情
が

あ
る

と
き

は
、

保
育

教
諭

等
は

、
専

任
の

副
園

長
若

し
く

は
教

頭
が

兼
ね

、
又

は
当

該
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
学

級
数

の
３

分
の

１
の

範
囲

内
で

、
専

任
の

助
保

育
教

諭

若
し

く
は

講
師

を
も
っ

て
代
え

る
こ
と

が
で

き
る
。

３
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

に
置

く
園

児
の

教
育

及
び

保
育

に
直

接
従

事
す

る
職

員
の

員
数

、

そ
の

算
定

方
法

等
の
基

準
は
、

規
則
で

定
め

る
。

４
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

に
は

、
調

理
員

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

第
1
5
条

の
規

定
に

よ
り

、
調

理
業

務
の

全
部

を
委

託
す

る
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

に
あ

っ
て

は
、

調

理
員

を
置

か
な

い
こ
と

が
で
き

る
。

（
新

旧
対

照
表

1
ペ

ー
ジ

）

2
0
2
6
/
0
6
/
0
9

1
4
:
5
1
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５
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

に
は

、
次

に
掲

げ
る

職
員

を
置

く
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

５
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

に
は

、
次

に
掲

げ
る

職
員

を
置

く
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

い
。

⑴
副
園

長
又
は

教
頭

⑴
副

園
長

又
は

教
頭

⑵
主
幹

養
護
教

諭
、
主

務
養

護
教
諭

、
養

護
教
諭

又
は

養
護

助
教

諭
⑵

主
幹

養
護

教
諭

、
養
護

教
諭
又

は
養
護

助
教

諭

⑶
事
務

職
員

⑶
事

務
職

員

（
新

旧
対

照
表

2
ペ

ー
ジ

）

2
0
2
6
/
0
6
/
0
9

1
4
:
5
1
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